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平
成 28 年 7 月 26 日の午前 2 時

ごろ、神奈川県相模原市津久

井やまゆり園で元職員の植松聖（う

えまつさとし）26 歳が利用者 19 名

を死亡させ利用者 24 人と職員 3 人

を負傷させる惨事を起こしました。

あらためて亡くなられた方がたのご

冥福をお祈り申し上げます。犯人

は「障がい者は人間ではない」「意

思疎通のできない障害の重い人は社

会に迷惑な存在」との考えから、特

に重度の障害を持つ人を選んで殺害

して回ったと供述しています。メ

ディア報道から被害者の重度障害者

には自閉症者が含まれていることが

わかります。この事件発生当初数日

は各種団体がコメントを出し、マス

コミをはじめ、各種報道機関が前代

未聞の事件としてセンセーショナル

に扱い、ナチスの優生思想と結び付

くとか、ヘイトクライム（排外主

義）であるとか、被害者の名前を出

さないのは問題であるとか、殺人者

への怒りより介護制度への影響を心

配したり、精神障害者の監視強化は

人権侵害になる、措置入院という医

療の制度では犯罪を防げず限界が

あるとか、また、「障害者はいらな

い。存在社会の荷物だ」との考えに

同調する雰囲気がネット上に数多く

あることから、この事件の背景は障

がい者に対する差別意識を温存する

我が国の人権意識の欠如によるもの

であるなどとの問題が提起されてい

ました。しかし、有識者と言われる

人も背景が明らかになっていない中

での憶測と自分の知識と価値観を披

露しているだけで、障害者を取り巻

く現実とはかけ離れた、建前論に終

始することが多かったように思われ

ます。またそれらの論調に一律に同

調するマスコミの報道が気になりま

した。また、事件発生当初、テレビ

特集が組まれていたがオリンピック

の開催とともに扱いが極端に少なく

なってきたことも気になります。そ

んな中で、8月8日のNHKハートネッ

トは、我が国の問題点を明らかにす

る番組として印象的でした。私もい

くつか考えさせられることがありま

した。

  一つは、本音と建前ということで

す。現実と理想の障がい観があげら

れます。ある自閉症の子を持つお母

さんが番組に寄せられた次のメール

が心に残りました。『重度の知的障

害を持つ自閉症の子どもを育ててい

ます。今日子どもと一緒に出掛けま

した。たまたま隣にいたご高齢の女

性３人の会話が事件の内容でした。

「障害者施設って国がお金を出して

作っているのよね？世の中の役に立

たない人にお金を使ってもねえ。容

疑者が言っているように、親が認め

れば”安楽死”って案外まちがって

いないわよね。何かしらの理由で子

どもが亡くなって親御さんもホッと

しているんじゃないの」耳を疑いま

した。確かに障害のある子どもは手

がかかって大変で疲れます。だから

と言って自分の子どもがある日突然

殺されてホッとする親なんていませ

ん。障害者の命は健常者より軽い

のですか？命に違いがあるのです

か？』という内容です。これが現実

です。

奈
良県においても自閉症の子ど

もがトラブルを起こしたこと

で、「こんな子どもは隔離して外に

出すな」といった罵声を他人から浴

びせられた経験を持つ親御さんは少

なからずおられます。私は、どんな

に重度の障害を持つ人でも、周りの

人を和ませたり、共に生きる大切さ

や喜びを感じさせたりでき共生力が

あると思います。経済面では重度の

障害者支援は雇用を生み、障害の研

究が医療や科学や教育方法の発達を

生み、福祉の仕組みを考えさせるな

ど、存在そのものが社会に貢献し価

値あることだとと思います。

　もう一つ、「生きとし生けるもの

の命の尊さ」の思想を醸造する風潮

が今の世の中、非常に弱くなってい

ること、および、哲学の欠如を懸念

します。犯人の価値観を育てた我が

国の政治社会、教育、宗教家の力の

なさを露呈した事件と思います。「す

べての人は人としての尊厳と生きる

権利がある。価値なき命など存在し

ません」を単に言葉にするだけでは

なく、このことをすべての子どもに
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実感させ。体得させる取り組みを

日々真剣に行っているのかというこ

とが問われていると思います。障害

者と共に生きられる社会環境にする

には、例えば共に学校に通える。地

域で働く場所がある。地域で仲間と

して繋がる場所がある。などインク

ルージョンの実現を早急にしなけれ

ばなりません。

　最後に施設や職員集団の問題があ

げられます。今回の犯人が自分に不

向きな福祉施設にかかわっていたと

いう点です。福祉とは相いれない価

値を身に着けている点です。福祉施

設に働いて、重度行動障害を忌み嫌

う考えを助長させた背景は絶対明ら

かにしなければならないと思いま

す。

今
、私たち一般社団法人日本自

閉症協会と全国自閉症者施設

協会は発達障害支援スーパーバイ

ザー養成事業（日本財団助成）を行っ

ています。強度行動障害を伴う自閉

症者の支援をめぐって、スパーバイ

ザーの指導のもと全職員で自らの支

援実践を検証し反省し共に教えあい

支援の力量を高めていこうという、

スパービジョンが行われる専門家集

団育成を目指しています。個人およ

び支援集団として日々支援の力量と

技を高め、日々一歩一歩利用者の豊

かな暮らしをめざす専門家の養成を

行っています。やまゆり園ではこの

ことはどうだったかの検証です。今

回の事件が風化しないことを切に望

みます。　　　　　　　　　（河村）

生命と、個人の尊厳を守りぬ

く 社会の実現のために

                                                    

　　　　　　　２０１６年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　

障害者の生活と権利を守る

全国連絡協議会

　7 月 26 日未明、神奈川県相模原

市の知的障害者施設「津久井やまゆ

り園」で、入所者 19 人が殺害され、

26 人が重軽傷を負うという、残虐

な事件が起きたことに、障害者、家

族、関係者は筆舌に尽くせない衝撃

を受けています。

　ことに、施設の元職員が犯行に及

んだこと、さらに障害者の命と存在

を真っ向から否定する言動がなされ

ていることに対する驚愕と憤りは、

言葉であらわすことができません。

　なによりも、尋常でない事件の被

害者となって亡くなられた方々のご

冥福をお祈りするとともに、負傷さ

れた方々の一日も早い回復を心より

願うものです。

　事件の全貌が徐々に明らかにされ

るなか、なぜこのような事件が発生

したのか、徹底した真相の解明が求

められます。特に、容疑者が優生思

想を持っての犯行といわれるなか

で、その解明に当たっては、措置入

院後の対策や警備強化にのみ矮小化

されることのないよう、犯罪と障害

を厳密に区分し、開かれた施設と警

備の関係、施設の職員待遇や希薄な

夜間の支援体制も含めた社会的背景

等、総合的な検討が必要だと考えま

す。

　障害者施設の現場は、今回の事件

に対し相当に心を痛め悲しんでお

り、夜勤が怖いとの報告もされてい

ます。また、恒常的な人材不足の下

で気持ちを奮い立たせて日々の支援

に向き合っています。地域に開かれ

た施設づくりを願って積み上げてき

たこれまでの努力が無になることに

ならないよう切望しています。

　この間、多くの公人による障害者、

高齢者、女性、子ども等の人格を否

定する発言が後を絶たず、厳しく問

われることもなく、許容するような

風潮を感じざるをえません。さらに、

政府が進める施策についても、自立

自助、自己責任が強調され、社会的

に困難を抱える人々に対する偏見や

差別、排除の社会的風潮が強まるな

か、今回の事件が根っこのところで

太くつながっていると考えるところ

です。

　生命と人間の尊厳を守ることは、

政治と行政のもっとも根本的な責務
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であります。私たちは、今回の痛ま

しい事件を契機に、障害のある人も

ない人も、公的な保障のもとで、多

様な生き方を認めあい、支えあい、

学びあい、成長しあう社会の実現へ

一層力を尽くすことを決意します。

相模原事件受け日本障害者協

議会の藤井代表が会見事件の

概要と見解

　日本障害者協議会の藤井克徳代表

が 10 日午後 1 時半から、東京の外

国特派員協会で記者会見を行った。

　藤井氏は日本の障害者運動をリー

ドしてきた存在で視覚障害がある。

7 月 26 日未明に起きた相模原殺傷

事件では、知的障害者ら 19 人が犠

牲になった。この事件の容疑者は「障

害者を抹殺したい」と語ったと報じ

られるが、会見で藤井氏は「この事

件はけっして特別なケースではな

い」と警告する模様だ。

相模原事件受け日本障害者協議会の

藤井代表（左）が会見 

事件の概要について

藤 井：Thank you very much. My 

name is Katsunori Fujii. I 

cannot speak English. それじゃ、

通訳の方、よろしくお願いします。

今日のテーマは、相模原市で起こっ

た障害者施設の殺傷事件に思う。そ

して、副題は私たち、ナイフの刃先

は私たちにも。そして、日本社会が

放つ警

鐘、 で

話をさ

せてい

ただき

ます。

　私は

今、 説

明あり

ました

ように

まったく全盲状態でありますんで、

お手元に配った講演用、講演の原稿

ですね。これと全部が一致でないこ

とをあらかじめお断りしておきま

す。それではお話に入ります。日

本に在住する誰もがあの日の朝の

ニュースに自分の耳と目を疑ったと

思います。私たちはあらためて、19

人の同胞の死を悼み、そして 27 人

の死傷者の 1日も早い回復を祈って

います。心の傷はやまゆり園の関係

者はもちろんですけども、知的障害

者や精神障害者を中心に、日本中の

全ての障害者に及んでいると思いま

す。

　事件から 2 週間余がたちました。

私の手元にはたくさんの意見や感想

が寄せられています。障害当事者の

声をまとめますと次の 3つの衝撃に

集約できます。第 1はたくさんの死

亡者を伴う、現地からの生々しい報

道への衝撃です。元職員とはいえ、

自分たちを守ってくれるはずの職員

が容疑者であったことが衝撃を増幅

させています。

　第 2の衝撃は、容疑者が衆議院の

議長宛に出した手紙に、障害者は生

きてても仕方がない。安楽死をさせ

たほうがいい。これへの衝撃です。

まるでナイフの刃先が自分たちにも

向けられてるように感じ、自分らし

いという人間の価値そのものにナイ

フが突き刺さった。そんなことを感

じてる人が少なくありませんでし

た。

　第 3の衝撃は、これは精神障害者

に走っている衝撃です。容疑者は精

神科病院の入院歴があると報じら

れ、精神障害者の多くが、また精神

障害者への偏見や差別が増してくん

じゃないかという怖さを持っていま

す。また、措置入院制度の見直しが

取り沙汰されていますけども、これ

もまた、隔離政策がいっそう進んで

くんではないか、こういう不安が広

がっています。

　まだ事件の全容が分かってはいま

せんけども、これまでの報道を基に

して、現段階での私のこの事件への

見解を述べたいと思います。見解に

先立って強調しておきたいのは、こ

の事件があまりに残忍で卑劣である

ということです。防衛することがで

きない多数の重度障害者を標的と

し、そして防備体制の薄い、支援体

制の薄い深夜に襲いかかりました。

私たちは容疑者の行為を絶対に許す

ことはできません。

　このことを踏まえて、以下 3つの

観点から見解を述べます。見解の

第 1は、これが最も大事なことなん

ですけども、容疑者の言動から今回

の事件は優生学思想と関係している

のではないかということです。優生

学思想そのものは 19 世紀半ば以降、

欧米の学者によって提唱されました

けども、私は今回の事件でまず連想

したのは、ナチス・ドイツ時代に展
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開された T4 作戦でした。

通訳：19 世紀って（※判別できず）。

藤井：19世紀ね。1800年代半ば以降。

通訳：はい。

この事件に関する 3つの見解

藤井：第 2 次世界大戦の開戦日か

ら 1941 年の 8 月まで繰り広げられ

た、ヒトラーの命令による T4 作戦

は価値なき生命の抹殺藤井：第 2次

世界大戦の開戦日から 1941 年の 8

月まで繰り広げられた、ヒトラーの

命令による T4 作戦は価値なき生命

の抹殺の容認作戦とも言われ、ドイ

ツ国内で 20 万人以上の障害者が虐

殺されました。犠牲者の多くは知的

障害者と精神障害者でした。ここで

の価値とは働く能力でした。T4 作

戦以前には遺伝病子孫予防法に基づ

いて、約 40 万人もの障害者と病気

のもとが断種を強行されました。T4

作戦のあとにはそこで培われた殺害

方法や装置が、あのユダヤ人大虐殺

に引き継がれました。ドイツでは

2010 年の 11 月、この段階でドイツ

精神医学精神療法神経学会ですね。

DGPPN。この総括を契機にして、ド

イツでこの T4 問題について向き合

いつつあります。

　私は昨年来、ドイツに三たび、3

回、足を運び、人権や障害という視

点からこの T4 問題について光を当

て続けてきています。光を当ててる

矢先にこの、今回の事件が起きまし

た。問題は容疑者がなぜこうした考

え方に至ったのかであります。繰り

返してはいけない T4 作戦でしたが、

こうした形で日本で表面化したこと

は実に驚きであり、戦慄であります。

まだまだ闇の部分の多い今度の事件

ですが、ぜひ真相究明を全面的に進

める必要があろうかと思います。

　見解の 2つ目は市民の常識、いわ

ゆる普通の感覚でこの事件を捉えて

みたいと思います。普通の感覚から

事件の舞台となった施設の実態、そ

して事件後の対処方法を見るといく

つも違和感があります。1 つは舞台

となった場が、入所施設という特殊

な場であったことです。集団でかつ

長期にわたる生活形態は、障害のな

い青年層、あるいは壮年層にはあり

得ないと思います。大量の、今回の

殺人が大規模な生活形態と関係が

あったかどうか。これも検証の対象

です。問われるのはここを利用して

いる家族ではありません。施設から

地域へ、このことを加速できないで

いる障害者政策、あるいは行政にあ

ろうかと思います。ちなみに厚労省

の発表によりますと最新データで、

日本には知的障害者が74万1000人、

このうち施設に入ってる者が 11 万

9000 人となっています。

　見解の 3つ目は昨今の日本社会の

特徴、そして昨今の障害者施策との

関係についてです。

　すいません、見解の 2 つ目のう

ち、ごめんなさい、まだ続けてます。

違和感があった、普通の感覚と見て

違和感がある 2つ目は、死亡者、死

んだ方の氏名が伏せられてることで

す。この国では事故やあるいは事件

で死亡した場合には、氏名を公表す

るのが常であります。故人の氏名や

故人の情報、これによって手の合わ

せ方が変わると思います。今のまま

では、グループの死、顔のない死、

これでは 1人 1人を悼むことはでき

にくいと思います。

　3 つ目の違和感は、難を逃れた障

害を持った人たちの、その後の暮ら

し方であります。報道によりますと、

約 90 人がやまゆり園の体育館で生

活をしているといわれています。一

般的に考えて凄惨、かつ自分たちの

仲間が死んだ現場で、同じ敷地内に

2 週間以上も生活というのはありう

るでしょうか。

　見解の 3つ目は今の日本社会の特

徴、そして今の障害者政策との関係

についてです。むろん事件とこれら

を単純に結び付けることはできませ

ん。しかし日本の社会で起こったこ

とは間違いのない事件であり、舞台

となった日本社会の現状を触れない

わけにはいきません。現代の社会を

端的に言うと市場万能主義、あるい

は競争原理が幅を利かせると言って

いいと思います。こうした風潮が今

回の事件に関係がいささかでもある

のではなかろうかという懸念を持た

ざるを得ません。

　市場原理をベースとする政策は規

制緩和、あるいは自己責任論という

形で障害分野にも影を落としていま

す。こうした流れと関係しながら福

祉労働者、この支援者ですね、の労

働条件は極めて劣悪に抑えられてい

ます。こうした中で障害者を支える

現場で何が起こっているのかです

が、1 つには専門性の劣化が進んで

います。また公募をしても職員が集

まらないという慢性的な職員不足

や、あるいは正規職員がいないこと

からくる余裕のなさによって職場の

人間関係が希薄になっています。

今回の事件を契機にして私たちは何

をなすべきか

　もう少し時間をいただきまして、

それではこれから今回の事件を契機

にして私たちは何をなすべきか、こ

れについて簡単にコメントをしま
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す。直ちに行うことと、そして本質

的な課題とを区分けして対処すべき

です。直ちに行うことの基本は、容

疑者の直接的な動機を中心に真相を

解明することでしょう。また、これ

に加えて事件の発生、あるいは拡大。

これについて施設の、あるいは法人

の不備がなかったか。また、政策上、

行政上の盲点がなかったか。そのほ

か想定されるあらゆる角度から、冷

静で厳正な検証を行うわけです。

　並行して本質的な課題に迫るべき

です。その点で気掛かりなのは事件

後の日本政府の対応です。例えば政

府は措置入院制度を見直す旨を報道

してますけども、拙速な対応はむし

ろ新しい混乱を招くのではないかと

思います。いわゆる社会防衛的な政

策だけでは決してあってはいけない

と、こう思います。この半世紀を振

り返ってみても、日本の精神障害者

の政策は絶えず大きな事件とセット

で動いてきました。事件とあるべき

方向を区分けをして論じる、そうい

う政策手法を採ってほしいと思いま

す。

　同じく厚労省は、障害者施設の防

犯策の強化を強調しています。これ

も釈然としません。大事なことは、

もちろん防犯策は大事ではあります

けども、もっと本質的な改善策と併

せて提言するときにその趣旨が生き

てくると思います。防犯策のみの強

化は地域との隔絶の新たなきっかけ

になりかねません。

　本質的なこれからの政策のポイン

トを 2点、簡単に述べます。障害者

政策に関しては、社会防衛的な視点、

あるいは集中管理的な視点、これと

決別をして、言い換えれば地域で暮

らすための質と量の政策を飛躍的に

拡充することです。施設から地域へ、

医療中心から生活中心へ、もはやス

ローガンであってはなりません。政

治の表舞台で論じ、ゴールを明確に

設定すべきです。

　もう 1つの本質は社会の在り方で

あり、強者の論理、これとの決別で

す。かつて国連は、一部の構成員を

閉め出す社会は弱く、もろいと明言

し、また、障害者権利条約の第 17

条では、その心身がそのままの状態

で尊重される権利を有すると明記さ

れています。こうした視点に沿って

社会の標準値を修復、修正すべきか

と思います。

　19 人の命は戻ってはきません。

しかし、私たちにできることはある

はずです。今度の不幸な事件をイン

クルーシブな社会、分け隔てのない

社会をつくるための新しいきっかけ

にすべきです。このことを市民社会

全体として追求し、また私たち当事

者、あるいは障害者団体も全力を挙

げていくことを決意して、私のお話

をこれで終わります。

　Thank you so much.

神保：（英語）。日本語で聞いていた

だいても結構です。どなたかいます

か。

女性：あちらで手を上げられてる方

が。

利用者の現在の暮らし方について

共同通信：共同通信のマエヤマと申

します。今日はありがとうございま

した。利用者の方の現在の暮らし方

についてなんですけれども、現在、

体育館で生活しているということな

んですが、厚生労働省なんかに話を

聞くと、要は障害のある方の特性と

いうのがあって、なかなかその場を

離れられないんだ、みたいなことを

おっしゃるんですけど、その点はど

のように考えていらっしゃいますで

しょうか。

藤井：通訳。

通訳：はい、通訳。

神保：お願いします。

藤井：お答えしていいですか。

神保：お願いします。

藤井：おっしゃるとおり、個人個人

の例で言いますとそういうことが言

えると思います。しかし、私は先ほ

ど言ったように普通の感覚から見

て、あるいはやまゆり園をめぐる、

この間の、あそこが、もともとはか

なり山に近い部分にあった。あるい

は死んでも氏名を伏せてる、等々考

えますと、いろいろ合わせてみます

と、厚労省の言い分については私は

簡単には了解できない。そこはやっ

ぱり 90 人が、かなり状況は違いま

すんでもう少し個別対応があっても

いいし、全員が、あるいは 90 人も

残ってること自体は極めて不自然で

あるっていうのが私の基本的な見解

で、個別、個別については確かに検

討する余地があるかも分かりません

けども、基本はあまりにも一般の感

覚とはずれてるってことをね。ある

いはさまざまなほかの要因と合わせ

ると、問題がなくはないんじゃない

かなっていうのが私の感想です。

神保：Okay, anyone else.

ニューヨーク・タイムズ：今日は

どうもありがとうございました。

ニューヨーク・タイムズのウエノと

申します。先ほどもおっしゃました

犠牲者の方の氏名が伏せられている

という点について、もう少しお伺い

したいと思います。警察からご家族、

遺族の方の意向によって発表をしな

いということが、報道等にも話が出
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ているそうなんですけれども、これ

は警察によって取りまとめて発表を

しないというふうに決められるとい

う方針が正しいものかどうか。また

はもしかすると、ご遺族の中の代表

の方から、しかじかな理由で発表し

たくないという旨をマスコミに対し

て発表されるのであれば、ある程度

理解ができると思うのですが、遺族

の方たちのお気持ち、隠したい、ま

たは公表されたくないというお気持

ちについてどのようにお考えでしょ

うか。お聞かせください。

（以上 THE PAGE　8 月 10 日 ( 水 )21

時 37 分配信より）

http://headlines.yahoo.co.jp/

hl?a=20160810-00000007-wordleaf-

soci

以下は JD で文字におこしたもので

す。

藤井：はい、私はこういう問題を考

えるときは一つの視座として、観点

として、本来はどうなのか、障害を

持っていなかったらどうなのか、普

通の感覚でどうなのか。まずこれを

考えたいと思います。そうしますと、

さっきも言いましたように、おそら

くこういった事故事件の場合はです

ね、名前を出すのがやはり普通では

ないか。さらに言うならば二十歳を

超えている人間ですね、本来は成人

ということであればいったんは親と

はこれは分けて考える。やはり障害

を持っているがゆえにずっと親の元

で親の考え方通り、これ自体も本当

はどうなのか。確かに障害は重いか

もわからないけれどしかし、二十歳

を超えた成人として、一人前の市民

として尊重されるべきではないか。

私はそういう点で言うと一般論では

ありますけれども 19 人全員が名前

を伏せるというのはあまりにも本来

の姿から、一般論からは不自然では

ないかなと思うんです。直感的には

死んでまで続く死後まで続く差別、

こんなことを感じています。そのう

えでおそらく個人個人の事情もあり

ますんで、またまたそれは考えても

いいと思うんですけども基本的には

どうかということで私はそういうよ

うな見解を述べたわけです。

神保：どうぞ

シンガポール：シンガポールから参

りました、ボーツです。スピーチど

うもありがとうございました。先ほ

ど、日本の社会はこの事件に対処し

てどのようにこれから進んでいくべ

きか、ということでしたけれども、

医療主体から市民社会へということ

を仰っていましたけれども、それを

どのようにして日本の社会は実現し

ていくべきでしょうか。

藤井：おそらく理念上はもう確立し

ていると思います。つまり医療から

生活中心へ。問題は最終的には問題

はこの国の財政面の支援がどれくら

い重視されるか。簡単に言いますと、

日本の社会は大きな借金を抱えてい

ますけれども、ひとつ言いたい事は

この国の国家予算に占める障害者関

係政策費の分配率、これを OECD の

中間並みにしてほしい。これによっ

て、一定の財源は出てくるはずです。

現在は統計にもよりますけれども、

34 か国中 27、8 位ということであ

りますので、こういったことのお金

を手当てをしていきながら、準備を

していきながら、理念を具現化して

いく。こういうことで、あとはお金

を付けるかどうか、それを後押しす

る世論ができるかどうかということ

だと思います。

朝日新聞：ありがとうございます。

朝日新聞のヤツと言います。一つ教

えてください。事件の背後に不寛容

社会があるというご指摘がありまし

た。もうすこしそこを具体的に教え

ていただけますでしょうか。とくに

皆さんに対して、この事件程ではな

いにしろ、不寛容な態度というのが

向けられることがお感じになられて

いるのか、それがシビアになってき

ている現状があるのかどうかその辺

を教えていただけますでしょうか。

藤井：この国では今年から障害者差

別解消法が誕生して、差別をなくし

ていく、ずいぶん期待が大きいわけ

です。現状はどうかと申しますと、

例えばグループホームを作っていこ

うという時、今多くの地域で反対運

動が起るのが常態化しています。ま

た先進国の中では普通教育と特別支

援教育のセパレートが最も強い国の

一つでもあります。さらに言うなら

ば、例えば精神病院に入院している

社会的入院といわれる方たちは厚労

省の発表だけで 7万人。これは大変

な人権問題。同じく入所施設が異常

に多いのもこの国の特徴です。おそ

らく、それは目に見える差別と、ま

た、差別の反対は、私は平等という

正解、正しい答えだけではなく差別

の反対は無関心。こういうことを合

わせますと、不寛容というのは目に

見えるものと、あるいは無関心とい

うことを含めますと、実に根深いも

のがあるのではないか。そういう点

でいえば、今挙げた例以外にもあり

ますけれども、私の見解では非常に

目に見えやすい差別と目に見えにく

い差別偏見とがない交ぜになって社

会に多くあるのではないかな、当事

者としてはそういう感じを持ってい

ます。

神保：OK、どうしても聞きたい？前

へどうぞ。最後に一つ。

インターネットニュース：インター

ネットニュースページのソウヤと申

します。先ほどの質問と関連すると

思うんですけれども、そういった社

会の見えない差別とか無関心が事件
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の背景にあるということだったんで

すけれども、そういったものを取り

除いていくには何が必要かと考えら

れるということと、あと、医療から

地域へというのは海外では成功して

いる事例があると聞くのですけれど

も、そういった意味で何が日本と違

うのか、という点についてお聞きで

きればと思います。

藤井：これはとても難しい。より本

質的には、あるいはより深くは、教

育の力にまつところが大きいと思

うんです。しかしことは人権問題

で、先ほど言ったように、精神病院

の社会的入院だとか知的障害者の社

会的入所。つまり不本意な入所入院

ですね。こういったことは放ってお

けない。先ほど私が言いましたよう

に、住民の反対もある、偏見もある

んだけれども、心が先か、政策が先

か。私が欧米で勉強した範囲でいう

と、とことん政策が先にあって、そ

れによって人の心も変わっていく。

この国では残念ながらお金の使われ

方も含めてあるいは本当に地域で暮

らしていくための条件、つまり質と

量の拡充を見てもなかなか進展が鈍

いということ。また私は暮らしてい

くための条件を、あるいはそれを支

えていく支援者の労働条件を、いっ

たん政策誘導すべき。それはまさに

ヒューマン公共事業として力を入れ

るべきであろうと思います。それか

らなぜ日本が難しいかということ、

これは色々な複合要因があります。

例えばアメリカの脱施設化。精神病

院を地域に返していく。ヨーロッパ

などでも精神病院や知的障害者の施

設から地域にどんどん移行しまし

た。一つはアメリカの場合は病院が

パブリックであったわけです。多く

が。日本の場合はお分かりのように

現状の精神病院はベッド数で 90%、

病院数で 80% ちょっとがプライベー

ト、民間なわけですね。いったん国

は旗を振って民間病院の協力を得て

おいて、今更転換できにくいという

のも内内にはあろうかと思います。

こういう点では簡単にはいかないん

だけれども、やはりこれはみんなが

力を合わせてやっていくことであり

ますし、私は国のイニシアチブが問

われているし、そして先ほど言った

お金の分配率を考えていきながらけ

ん引するということではないか。最

後に、こうした問題を政治の表舞台

で議論する、こんなことを強調した

いと思います。

2016 年 7 月 27 日

障害者支援施設「神奈川県立

津久井やまゆり園」での事件

に関しての声明

一般社団法人　日本自閉症協会

　　　　　　　会長　市川　宏仲

平成 28 年 7 月 26 日未明に障害者支

援施設「津久井やまゆり園」で、た

くさんの入所

者が殺傷される事件が起こりまし

た。

　お亡くなりになられた方々のご冥

福をお祈りし、ご家族の皆様に心よ

りお悔やみ申し上げます。負傷され

た方々にはお見舞いを申し上げ、一

日も早い回復をお祈りいたします。

被害にあわれた利用者の方々や御家

族の驚愕、無念、苦しみがいかばか

りのものであったかを思うと胸がつ

ぶれる思いです。また、直接の被害

はなかったものの恐怖や不安の中に

おられる利用

者の方々や御

家族、施設ス

タッフの皆様

の心中を思い

ますとおかけ

すべき言葉も

見当たりませ

ん。また、全

国の施設に関

わる関係者の

皆様も同様の

状況でおられ

ることとお察

し致します。

　なぜ、この

ような事が起

こってしまっ

たのか。我々

が何かできる

ことはなかっ

たのか、これ



8　

8

ＫＳＫＲ（きずな）第三種郵便物承認通巻７００３号　２０１６年　８月２５日発行　（ 　 )

から何をしていけばいいのか、疑問

や後悔、不安や悲しみ、などの衝撃

は筆舌に尽くしがたいことです。

　今後、事件の真相が明らかになる

にしがたい、関係各位で種々の対策

が講じられることになると思われま

すが、正しい理解と合理的な配慮が

なされることを願います。

　我々日本自閉症協会も全国の会員

及び関係各位とも力を合わせ、自閉

症をはじめとする発達障害による困

難さを抱える方々やその家族の皆さ

んにとって、よりいっそう安全で住

みよい社会になることを目指して活

動して参ります。

報道関係者の皆様へのお願い

　　　　　　　　　　　2016．8．1

　　一般社団法人　日本自閉症協会

　津久井やまゆり園の事件に関する

取材について報道関係者の皆様にお

願いがあります。

…障害当事者、家族の元通りの平穏

な生活を取り戻すことにご協力くだ

さい…

　今回の事件については、当協会の

関係者もおり、障害当事者・家族の

中で様々な動揺が起きており、本来

の平穏な生活が戻っていません。現

在、支援スタッフも含め、平穏な日

常に戻るために努力をされていま

す。

　報道関係者が出来事を正しく報道

していただくことはあり難いことで

すが、取材攻勢で日常生活を乱され

ている当事者、家族、支援スタッフ

がいるのも事実です。

　刺激に弱く突発的事態への対処が

苦手な障害特性のある方々への合理

的配慮が必要です。報道関係の方々

も、当事者、家族、支援スタッフの

気持ちを汲み取っていただき、取材

等の報道業務においても、平穏な日

常を取り戻せるようご配慮いただき

たいと思います。　（完）

津久井やまゆり園における事

件について（声明文）

　私たちは、発達障害関係の全国お

よび地方の障害者団体や親の会、学

会・研究会、職能団体などを含めた

幅広いネットワークとして、発達障

害のある人およびそのご家族の権利

の擁護者として活動を行っています

こ　このたびの神奈川県相模原市の

津久井やまゆり園で起きた事件につ

いて、亡くなられた方々に、心より

ご冥福をお祈りするとともに、ご家

族の皆様にお悔やみを申し上げま

す。また、被害にあわれた方々の一

日も早い回復を願っています。

　この事件で逮捕された男につい

て、意思の疎通ができない人たちを

ナイフで刺したと供述していると報

道されており、抵抗できない重度の

障害者を狙った計画的かつ残忍な犯

行であり、断じて容認するとはでき

ません。事件は、多くの障害のある

人自身やそのご家族、福祉関係者に

不安を与え、大きな傷を負わせまし

た。津久井やまゆり園に入所してい

る方々への心のケアに努めるととも

に、全国の支援者につきましては、

障害のある方々や家族へのいっそう

の配慮をお願いします。男はこの施

設で働いていた職員であるという報

道もあり、障害のある方々の人権を

守る立場にありながら凶行に及んだ

経緯を含め、今後、このような事件

が二度と起こらないよう、事件の背

景等の究 明が必

要であると考えています。

　逮捕された男は、「意思疎通がで

きない重度の障害者の人は生きてい

てもしょうがない、障害者なんてい

なくなればいい」とも話していると

伝えられています。私たちは、『ど

んな重度の障害があるとしても、個

人としてその尊厳が重んぜられ、そ

の尊厳にふさわしい生活を保障され

る権利を有することは明らかであ

る』、という基本的な考え方に基づ

いています。障害のある人も障害の

無い人も、相互に人格と個性を尊重

し安心して暮らすことのできる地域

社会の実現に向けて協力し合ってき

たと考えています。今回の事件は、

一人の特異なケースであるかもしれ

ませんが、障害のある方々の尊厳や

存在価値そのものを抹殺しょうとす

る大きな挑戦であると考えます。障

害のある方々の価値や存在が軽視・

否定される社会ではなく、お互いに

尊重しあえる社会を構築するものと

しなければ、無くなった人の無念に

報いられないと思っています。

　もう一度、障害のある人も障害の

無い人も相互に理解し合える社会の

実現に向けて、これまで以上に努め

ていきたいと考えます。

平成 28 年 7 月 28 日

一般社団法人　

日本発達障害ネットワーク

　　　理事長　市川　宏伸

障害者入所施設における殺傷

事件に関する見解 

2016 年７月 28 日 

発信者 公益社団法人

日本精神保健福祉士協会　

会長　柏木　一惠 

 

 　このたびの神奈川県相模原市の

障害者入所施設「津久井やまゆり園」

で発生した事件により、不幸にして

亡くなられた方々のご冥福をお祈り

しますとともに、ご家族の皆様には

衷心からお悔やみ申しあげます。ま

た、負傷された方々の１日も早いご

回復を心よりお祈り申しあげます。
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 　今回の事件が障害者入所施設で

発生し、被疑者が当該施設の元職員

であったことは、障害者の生活支援

を担う私たち精神保健福祉士をはじ

めとする関係者に計り知れない衝撃

を与えました。

 　事件は未だ捜査段階にあり、事

実関係は明らかではありません。し

かし、多数の犠牲者が出た悲惨な事

件として社会的な反響が大きく広

がっていることに鑑み、本協会は、

精神障害者の社会的復権と福祉のた

めの専門的・社会的活動を進める専

門職能団体として、現段階での見解

を表明いたします。

 １．被疑者による行為は、人とし

ての尊厳を著しく踏みにじるもので

あり、いかなる理由を弄しても断じ

て許されるものではありません。報

道を通して知りうる被疑者の断片的

な発言に通底しているのは、障害を

併せもつ人々に対する根深い偏見や

差別意識であり、憤りを禁じ得ませ

ん。さらに、ごく一部とはいえイン

ターネットを介して同様の発信がな

されており、社会全体に排除や排他

の思想が蔓延していくことを危惧

し、深い憂慮の念を抱くものであり

ます。

 ２．今回の事件報道は、2001 年に

発生した大阪・池田小学校事件をも

想起させます。この事件では、犯人

の措置入院を含む精神科治療歴や過

去の精神病診断歴がいち早く報道さ

れたものの、後に詐病であったこと

が明らかとなりました。

 　いうまでもなく、措置入院の対

象は、医学的正当性のある明確な判

断根拠に裏付けられた精神病患者で

す。しかしながら、今回の事件にお

いては、犯行と精神疾患との因果関

係は不明であるにもかかわらず、あ

たかも精神疾患が事件の原因である

かのような印象を与える報道がなさ

れています。このことは、精神疾患

のある人は危険であるとの偏見を煽

ることに繋がりかねませんし、精神

疾患や障害を抱えている人々が受け

る精神的苦痛や打撃の大きさも懸念

されます。

 　報道関係者には、真実に基づき

正確かつ慎重な発信を要望するとと

もに、全ての国民の皆さまには報道

に惑わされることのないよう、冷静

な反応を切に願います。

 　なお、報道によると、厚生労働

省は措置入院の制度や運用につい

て、見直しを検討する方針を示して

います。精神保健福祉にかかわる専

門職団体として本協会は、措置入院

制度の問題に関して改めて見解等を

公表することといたします

2016 年 8 月 5 日

相模原の障害者施設での殺傷

事件について

NPO 法人日本障害者協議会 

代表 藤井克徳　

去る 7 月 26 日、相模原の障害者施

設「津久井やまゆり園」での殺傷事

件は、多くの人々を震撼させていま

す。突然、いのちを奪われてしまっ

た 19 人の方々に心から哀悼の意を

表します。また、いのちはとりとめ

たものの、心や体を深く傷つけられ

た方々の一日も早い回復を祈りま

す。

事件から 1 週間余が経過しますが、

容疑者の状態や背景など、事件の全

体像は今なお詳らかではありませ

ん。これまでの報道などをもとに、

現時点での見解を述べます。

この事件は、抵抗するすべのない重

度障害者を標的とした、類をみない

残虐な殺人事件です。

私たちは絶対に許せません。

容疑者の衆院議長にあてた手紙文の

「障害者は生きていても仕方がない」

「安楽死させた方がいい」は、ナチ

ス政権下でくり広げられた「価値な

き生命の抹殺作戦」（T4 作戦）と重

なります。ここでの「価値」の基準は、

働く能力や社会への負担の度合いと

されました。今回の事件は、こうし

た優生思想を彷彿させるものがあり

ます。そればかりではなく、かつて

国連が明言した「障害者を閉め出す

社会は弱くもろい」や、障害者権利

条約にある「その心身がそのままの

状態で尊重される権利を有する」（第

17 条）をも否定するものです。

きわめて特異な事件ではあります

が、あえて日本社会の現実と重ねて

とらえてみたいと思います。現代の

社会を端的に言えば、「格差社会や

不寛容社会への急速な傾斜」であり、

閉塞感や不透明感を抱く人が増えて

いるように思います。そんな中に

あって、社会や経済のひずみやしわ

寄せが社会的に弱い立場にある者に

集中的、集積的に及んでいます。こ

うした社会構造の変容と今回の事件

が無縁かどうか、市民社会全体とし

ても真摯に向き合い、問い続けてい

くべきかと思います。

容疑者には精神科病院の措置入院歴

があると報道されています。医療支

援の適正さを含む事実経過について

の検証が求められます。同時に、強

く戒めたいのは、短絡的な社会防衛

策の強化に走ることです。「政府と

して措置入院制度のあり方を検討す

る」旨の報道がありますが、本質を

欠いた拙速で対症療法的な対応には

同意できません。短絡的で本質を欠

いた政策は、精神障害関連政策に新

たな混乱を持ち込み、精神障害者へ

の偏見や差別意識を助長する以外の

何物でもありません。事件と「見直
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し」を関連づけるような政策手法が

くり返されてはなりません。

また、防犯策の強調にもしっくりこ

ないものがあります。むろん、防犯

策そのものは軽視できませんが、そ

れは障害のある人が地域で暮らすた

めの条件の飛躍的な拡充策と合わせ

て強調されるときに、その趣旨が生

きるというものです。防犯策のみの

強化は、地域社会との隔絶を強める

新たなきっかけになりかねず、緊急

策とは言え「施設から地域へ」とい

う大きな流れに逆行することがあっ

てはなりません。

まずは、容疑者に焦点を当て、言動

の背景や動機など、真相の究明を徹

底して求めます。そのうえで、事件

の発生や拡大に、現場での不備がな

かったか、行政上あるいは政策上の

弱点や盲点がなかったか、想定され

るあらゆる角度からの冷静かつ厳正

な検証が図られなければなりませ

ん。

なお、報道で犠牲者の氏名を伏せて

いることは気になります。この国で

事件や事故で死亡した場合、氏名の

公表は通例です。犠牲者の氏名なら

びに個々の情報によって手の合わせ

方も変わり、今のような状況では一

人ひとりの死を悼みにくいのではな

いでしょうか。社会通念からも強い

違和感を覚えます。

心の傷は、「津久井やまゆり園」の

関係者は言うに及ばず、日本中の知

的障害者や精神障害者をはじめ、障

害のある人すべてに及んでいます。

同様に、家族のみなさんに与えた衝

撃も計り知れません。障害のある人

や家族のみなさんは、萎縮すること

なく、顔を上げていつも通りの生活

を送ってください。また、支援者の

みなさんは、障害のある人や家族に

丁寧に接し、励まし、個々に応じた

特別な支えを心がけてください。地

域社会のみなさんにも、普段と変わ

らない接し方を呼びかけます。

19 人のいのちが戻ることはありま

せん。しかし、私たちにはできるこ

とがあります。それは、今回の事件

を、すべての人びとが大切にされる

インクルーシブな社会（わけ隔ての

ない社会）をつくるための新たな

きっかけにすることです。このこと

を市民社会みんなで追求していくと

共に、私たちとしてもこれまで以上

に主体的に取り組むことを決意しま

す。

相模原殺傷事件を考える

　障害福祉分野、低賃金と厳しい労

働条件　虐待は後を絶たず

　相模原市の知的障害者施設で先

月、入居者 19 人が殺害された事件。

背景に何があるのか、私たちはこの

事件をどう受け止め、何をしていく

べきなのか。日本障害者協議会代表

の藤井克徳さん（67）＝東京＝と、「福

岡市に障がい者差別禁止条例をつく

る会」メンバー、野林信行弁護士（50）

＝福岡市＝に聞いた。

相模原殺傷事件を考える　障害福祉

分野、低賃金と厳しい労働条件　虐

待は後を絶たず

日本障害者協議会代表　

藤井克徳さん 

「今できるのは、冷静に普段通りの

生活を続け、諦めないこと」

●政策上の盲点なかったか　日本障

害者協議会代表　藤井克徳さん

　ナチス政権下、ドイツでは「T4

作戦」などによって 20 万人以上の

障害者が虐殺された。働けない者、

兵士になれない者は「価値なき生命」

と判断され、ガス室に送り込まれて

“安楽死”させられた。この作戦は、

後のユダヤ人大虐殺につながって

いった。

 事件の容疑者の手紙の内容は、こ

のナチスの優生思想そのものではな

いか‐。昨年、ドイツの現場に調査

に降り立ったときに感じた背筋が凍

るような恐怖がよみがえり、70 年

以上前の悲劇が時間と空間を超えて

今につながっている恐ろしさを感じ

た。障害者の人権のために、少しず

つ積み上げてきたものが、音を立て

て崩れていくような思いだ。

 全国の障害者は、容疑者の言葉に

よって心に深い傷を負い、「同調す

る人が出てくるのではないか」と不

安を感じている。事件の背景に、政

策上の盲点はなかったか、きちんと

検証していかなければならない。

疲弊しきった現場では、敵対心を抱

くことも起こりうる

　事件は、多くの人が集団生活す

る入所施設で起こった。日本では

1960 年代、財政効率化のため障害

者を集めて生活させる政策が始まっ

た。しかし、先進国のほとんどは、

施設から地域へ、が主流。もし分散

していれば、今回の悲劇は起こらな

かっただろう。

 市場原理主義を追い求める風潮が

強まり、障害福祉分野でも、職員の

非正規化など規制緩和が進んだ。低

賃金と厳しい労働条件の中、働き手

が不足し、施設側は適性に疑問が

残っても雇わざるを得ない状況。人

数がぎりぎりのため、若手への指導

もままならない。

 疲弊しきった現場では、意思の疎

通が難しい重度の障害者に、敵対心

を抱くことも起こりうる。障害者に

対する虐待は後を絶たず、厳しい労

働環境と無縁だとは思えない。日本

は経済協力開発機構（OECD）加盟国

の中でも障害福祉分野への予算分配

率が極めて低く、見直すべきだ。

 犠牲者の名前が公表されていない
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点も、「障害者は特別扱い」という

差別的な発想につながるのではと懸

念している。亡くなった人の生い立

ちや人となりを知ることで、哀悼の

気持ちが深まる。障害がない人と同

じ扱いにされるべきだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/

hl?a=20160803-00010007-nishinp-

soci

（西日本新聞 8 月 3 日 ( 水 )15 時 9

分配信 より）

 2016 年 7 月 29 日

相模原市の障害者施設におけ

る殺傷事件について

特定非営利活動法人全国精神障害者

地域生活支援協議会［あみ］

代表伊澤雄一

　7 月 26 日未明に起きた神奈川県

相模原市の障害者施設における殺傷

事件は、19 名の死亡者と 24 名の負

傷者という未曽有の惨事となりまし

た。不幸にして亡くなられた方々と

ご家族に深い哀悼の意を表するとと

もに、負傷された方々の一日も早い

回復をお祈り申し上げます。そして、

この事件に巻き込まれた施設の利用

者ならびにご家族、そして職員、理

事者、関係者の方々に安心が取り戻

せる日ができるだけ早く迎えられる

ことを願ってやみません。

当該施設の元職員である容疑者の犯

行は、深夜に施設に侵入し、抵抗の

できない障害のある人を次々に殺傷

していくという、極めて残忍かつ冷

酷なものであり、到底許すことはで

きません。「障害者はいなくなれば

いい」として障害のある人の存在そ

のものを否定し、大量殺戮を行った

行為は、歪んだ価値観による身勝手

な凶行というほかはなく、司法によ

る厳正な裁きを求めるものです。

私たちは、精神障害のある人たちが

地域の中で当たり前に暮らし続けら

れるよう支援活動を行うものとし

て、この事件のあまりの残虐さに深

い悲しみとこの上ない怒りを覚える

とともに、この事件が障害のある人

たちのこれからの暮らしに大きな不

安をもたらしていることに強い危惧

を持ちます。

私たちが暮らす社会は、障害の有無

に関わらず、当たり前に人の命を尊

び、認め合うことこそが大切です。

しかし、利益を生むか生まないかで

人の価値を決める考え方や、特定の

人々を排除したり攻撃したりする思

想が、世界中に蔓延しており、わが

国もその例外ではありません。容疑

者が障害者に対して投げつける差別

的発言と行動には、そのような社会

の風潮の極端な形での反映にも見え

ます。この事件をきっかけに人々の

間に差別意識が広がっていくことが

あるとすれば恐怖はさらに深く暗い

ものになってしまいます。

政府は、この事件の再発防止策のひ

とつとして、措置入院のあり方につ

いて見直しを行う方針を示しまし

た。容疑者が措置入院をしていた経

歴に着目してのことですが、犯罪の

防止に精神医療を利用するというこ

とが果たして適切なのでしょうか。

「危険な人物は精神科病院に強制的

に入院させる」という精神医療の利

用は、本来医療を必要とし生活上の

支援を求める多くの精神障害のある

人を、精神医療の名の下で社会から

排除することにつながります。その

ような考え方自体が、この残忍な事

件を起こした容疑者の「障害者なん

ていなくなればいい」という差別思

想に通底しているともいえるのでは

ないでしょうか。

私たちは、この残虐な事件を目の前

にして整理しきれない悲しみと憤り

を抱えたままではありますが、それ

でもなお、人を排除しない社会をつ

くっていくことにしか解決の道はな

いと考えます。一人ひとりの命の尊

厳には少しの差もないということを

あらためて胸に刻み、これからも精

神障害のある人たちの地域生活支援

活動をさらに進めていきます。

　 　

　　　　　

平成 28 年 8 月 2 日

経済産業省

経済産業省大臣様

　　　　　　　　　　一般社団法人

　日本発達障害ネットワーク

　　　　　　　理事長　市川　宏伸

発達障害者にかかる経済産業省への

政策要望

　発達障害者への施策の向上につき

まして、日頃よりご尽力いただき感

謝いたします。

　一般社団法人日本発達障害ネット

ワーク（JDDnet）は、自閉症、アス

ペルガー症候群その他の広汎性発達

障害、学習障害、注意欠陥多動性障

害等の発達障害者及び家族の権利と

利益の擁護者として、理解啓発・調

査研究・政策提言等を行い、発達障

害のある人の自立と社会参加の推進

に向けて活動を行っている全国組織

です。平成 16 年 12 月の発達障害者

支援法の成立とともに組織化され、

発達障害関係の全国および地方の障

害者団体や親の会、学会・研究会、

職能団体などを含めた幅広いネット

ワークです。

　平成 26 年 1 月の障害者権利条約

の批准、同年 2 月の発効、平成 28

年 4 月の障害者差別解消法の施行な

ど障害者の権利擁護が高まる中、今

後も発達障害者と家族の権利・利益

の向上に努めてまいります。貴省の
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ご理解をよろしくお願いいたしま

す。

1．障害者差別解消法に基づく合理

的配慮について

　現状では、経団連、日本商工会議

所の質問は、「どうしたら、発達障

害者を雇わなくてもすみますか？」

という段階です。多くの発達障害者

は、会社の中の人間関係で悩みます

が、理解ある上司や同僚の存在で会

社に適応し、持てる力を発揮しま

す。発達障害者の特性を見抜き、見

合った環境や対応をすることが大切

です。

　発達障害児者は抱える悩みは複雑

であって、多様化しており、支援は

その発達障害児者に合ったテイラー

メイドの支援を必要としています。

きめ細かい意味のある配慮が必要で

あり、抱える困難さは、当事者・周

囲の理解者が一番分かっています。

そのためにも、当事者・周囲の理解

者の意見を尊重した合理的配慮が行

われるために、会社と発達障害者の

話し合いには、状況の分かる周囲の

者の同席は必要と考えています。

2．発達障害者の人材の活用につい

て

　理工系人材は、特に産業界におい

て、イノベーション創出に欠くこと

ができない存在として、人材需要が

高まっている状況であり、産業界で

活躍する理工系人材を戦略的に育成

する方策を検討するため、「理工系

人材育成に関する産学官円卓会議」

が設置されました。この円卓会議の

成果でもあります「理工系人材育成

に関する産学官行動計画」の実施の

議論においては、是非、発達障害者

の障害特性を理解した人材の活用方

法について検討されることをお願い

しす。

〇発達障害者にかかる厚生労働省へ

の政策要望

※挨拶文省略

1．発達障害の概念について

　発達障害者支援法の改正におい

て、附帯決議において定義の見直

しの検討が記されました。2013 年

5 月には DSM － 5（「精神障害の診

断と統計のマニュアル第 5 版」）が

発表され、それまでの発達障害

（Developmental Disorders）は、神

経発達障害（Neuro　developmental

　Disorder）に整理され、この神経

発達障害は、知的障害、コミュニケー

ション障害、自閉症スペクトラム障

害、注意欠如・多動性障害、特殊的

学習障害、運動障害の 6つの障害か

ら成っています。今後は、ICDl O

の 11 への変更に合わせ、発達障害

の定義の見直しをお願いします。そ

れにより、軽度知的障害の方々への

支援の充実が期待されるものです。

2．ライフステージを通した一貫し

た支援と地域の支援体制について

　発達障害者支援法は、発達障害児

のライフステージを通じて、それぞ

れのニーズに合った一貫した支援を

行っていくということが重要です。

その際、医療、保健、福祉、教育、

労働、司法などの分野が連携して支

援する体制を構築することが課題に

なっています。このような観点から、

発達障害児者の地域における一貫し

た支援体制及び関連分野が連携して

発達障害者支援センターを中心に支

援する体制を構築することが極めて

重要です。国においては、発達障害

者支援体制整備事業などにより、支

援体制の構築を推進してきました

が、各自治体の取組には大きな異な

りがあります。発達障害者の方々が

どの地域に置いても、ライフステー

ジを通した一貫した支援が受けられ

るよう、地域の支援体制の構築につ

いて取組をお願いします。

3．年金の問題について

　最近、発達障害を含む知的障害、

精神障害者の障害基礎年金が認めら

れなかったり、打ち切られる場合が

散見されます。年金機構は発達障害

への年金支給を抑制しているように

さえ見られます。背景には、本人の

問題よりも、書面を記入する医師の

問題、判定する都道府県の問題もあ

ると考えられます。年金機構に対し

て、記入する医師への指針の明確な

提示、都道府県判定者への指導をお

願いしたいと考えます。居住地によ

り、障害者の不利が生じるのであれ

ば、判定は厚労省において、全国一

律にしていただきたいと考えます。

4．意思決定支援について

　発達障害者の意思決定支援に関し

ては、意思決定能力を含んだ障害者

自身の状況、意思決定支援の内容、

意思決定が行われる社会的・物理的

状況などの要素があり、個別性が高

いものであると考えます。個々の意

思決定支援に関しては、相談支援専

門員の作成するサービス等利用計画

（障害児支援利用計画を含む）のサー

ビス管理責任者が作成する個別支援

計画の中にきちんと位置づける必要

があります。また、意思決定の困難

な人には家族や支援者が補佐するこ

とが考えられますが、利益が相反す

ることもあり、第三者の関与や自立

支援協議会の活用など協働決定の仕

組みを作っていくことが重要です。

この点について十分な配慮をお願い

します。

5．成年後見制度について

　障害者差別解消法の施行に向け

て、意思表明の困難な発達障害者に

ついて家族や支援者のみならず成年

後見人等が補佐することが明記され

ています。特に身よりの無い発達障

害者等につきましては、市町村長の

申立などによる成年後見制度利用促
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進事業が活用できるようご配慮をお

願いします。

6．個別の支援計画について

　今年 5月に改正された発達障害者

支援法の第 8 条（教育）において

は、「個別の教育支援計画の作成（教

育に関する業務を行う関係機関と医

療、保健、福祉、労働等に関する業

務を行う関係機関及び民間団体との

連携の下に行う個別の長期的な支援

に関する計画の作成をいう。）及び

個別の指導に関する計画の作成の推

進・・・その他の支援体制の整備を

行うことその他必要な措置を講じる

ものとする。」とされています。一方、

障害者自立支援法の改正により、平

成 24 年度より相談支援の充実が図

られてきました。障害福祉サービス

を利用しているすべての人（障害児

も含む）にサービス等利用計画（障

害児支援利用計画）を作成すること

とされています。また、放課後等デ

イサービスにおける事業者の急増と

ともに質の向上が求められており、

サービス管理責任者が作成する個別

支援計画と学校が作成する個別の教

育支援計画を擦り合わせることが何

より重要です。このように、福祉分

野や労働分野が作成する個別支援計

画と教育分野が作成する個別支援計

画の整合性を図ることは喫緊の課題

です。

　平成 24 年 4 月 18 日付けで、厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課と文部科学省初等中等教

育局特別支援教育課の連名で出され

た通知「児童福祉法等の改正による

教育と福祉の連携の一層の推進につ

いて」において、福祉と教育の関係

者が同じテーブルについて、個別の

支援計画を協力して作成することも

求めるものでしたが、各自治体にお

いてその取組は異なります。支援計

画が法律に規定されたことを踏ま

え、現場レベルでいかに福祉・労働

と教育の関係者が同じテーブルにつ

いて個別の支援計画を協力して作成

することができるかの方策を検討す

るための委員会の設置を求めるもの

です。

7．発達障害医療の充実について

　発達障害は発達段階からの早期対

応が必要です。子どもの心の診療

ネットワーク事業を一層充実させ、

全国に展開するようにしていただき

たい。そのためには、政令指定都市

にも認める、あるいは地域における

特性に配慮した対応をお願いした

い。

　医師等専門職における発達障害に

対する理解啓発研修事業を充実させ

るとともに、一定の専門性を持った

医療機関に対しては一定の社会保険

報酬の増加を考慮して、専門性の高

い医療機関を増やして欲しい。また、

これらの医療機関については公表し

て、発達障害児者が利用しやすいよ

うにしていただきたい。

8．発達障害者支援センター事業の

充実について

　専門性のある職員の長期的な育成

と配置促進、処遇改善を進めていた

だきたい。職員の専門性向上のため

の研修等の一層の拡充、および経済

的裏付けをお願いしたい。発達障害

者支援法の改訂により、発達障害者

支援地域協議会を設置できることに

なったため、発達障害者支援セン

ターと地域の他機関との連携システ

ムの強化もお願いしたい。

9。児童発達支援センターと地域支

援機関との連携の拡充について

　専門職の配置拡充と巡回支援専門

員等の積極的な活用、および保育所

等訪問事業の拡充と推進などをお願

いしたい。発達障害はライフステー

ジを通じて支援が必要であり、発達

障害者支援センターとの連携システ

ムの強化をお願いしたい。

10．児童発達支援事業・放課後等デ

イサービスにおける利用の柔軟性と

質の担保通常学級に在籍する発達障

害のある者や疑いがある者で、支援

を必要としている児童・生徒が利用

できる体制の整備をお願いします。

現場職員の専門性向上を目的とした

職員研修の実施と外部専門家の積極

的な活用ができるシステムの構築を

お願いします。JDDnet も実施して

いますが、サービスの質の向上のた

めに、マネージメントのチェック機

能の構築と外部評価の導入を促進し

てください。同時に、利用者に解り

やすい具体的なサービス内容につい

ての情報開示の推進をしてくださ

い。

11．災害支援における体制整備

　災害発生時において、発達障害の

方々が安全に避難でき、その適切な

支援が確保されることが極めて重要

です。福祉避難所においても、障害

特性からなかなか馴染めないという

事例も報じられています。発達障害

に対する理解啓発の促進とともに、

発達障害の特性を理解した具体的な

対応マニュアルの作成をお願いしま

す。

〇発達障害者にかかる国土交通省へ

の政策要望

　※挨拶文省略

1．心のバリアフリーについて

　健常者と、障害者との間に線引き

をして構えたり、障害者にどう接し

てよいかわからず動揺してしまう方

も多い。このようなことを防ぐため

には、小さい頃からの障害に対する

教育が必要だと感じており、子供へ

の教育を通じて大人の意識改革を行

い、国民全体の「心のバリアフリー」

を進めていただきたい。
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　「心のバリアフリー」とは、障害

に特化したものを指すのではなく、

「目の前に困った人がいたら助け

る」、「自分も困った時には助けても

らう」といった、日々の生活の中で

の支え合いだと考えます。障害その

ものを、「対岸の火事」として捉え

るのではなく、相手や自分の困り感

や蹟きやすさとして捉え、そこに目

を向ける必要があります。「自分と

相手は違っていてよい」と考え、違っ

ていることを前提とした、理解を深

める教育を社会全体に対して行って

ください。

　多様性があり、連続体である発達

障害を持つ人への対応が、困り感や

蹟きやすさに目を向けた支援の代表

例であり、心のバリアフリーに活か

せると考えます。発達障害への支援

をとっかかりとして、心のバリアフ

リーを拡大していただきたいと考え

ます。

　国土交通省総合政策局安心生活政

策課が作成された「発達障害、知的

障害、精神障害のある人とのコミュ

ニケーションハンドブック」は、発

達障害等のある方々の困難さを理解

し、状況に応じて適切な応対をする

ために大変参考になるものです。今

後は、ハンドブックのより幅広い活

用方策及びコミュニケーションボー

ド利用の拡大にについて、検討して

いただくことをお願いいたします。

2．交通機関利用における発達障害

児者利用拒否について

　最近、発達障害児者の交通機関に

おける乗車・搭乗拒否が散見されま

す。この多くは、発達障害児者の特

性に気づいていない、あるいは誤解

していることによると考えられま

す。是非、交通機関の現場職員に発

達障害への対応を知らせるようにし

ていただきたい。交通機関において

は、現場職員への研修等を通じて、

発達障害児者への対応の周知徹底

をお願いしたいと考えるとともに、

JD。net として協力を惜しまないこ

とをお伝えしたい。

　逆に、発達障害児者・家族が「多

分乗せてもらえないだろう」と考え

て、交通機関の利用を控えてしまう

例もあります。交通機関を利用する

発達障害者へは利用するに当たって

の具体的方法を明記して、発達障害

児者の利用促進を諮っていただきた

い。

3．ヘルプカードの普及・統一化に

ついて

　現在様々なヘルプカードが、障害

種、地域ごとに使用されている。カー

ドの一層の普及のために、どの障害

種にも、どの地域でも使用できるヘ

ルプカードの統一をお願いしたい。

障害種によって色を変更するのも一

考と思われる。

　災害時にヘルプカードが有効に機

能するように、ヘルプカードには使

用医薬品、対応の仕方など、具体的

な支援法を保存しておいて欲しい。

そのためには、IC チップなどを使っ

て多くの情報を保存できるヘルプ

カードにして欲しい。

4．発達障害の方々の住まいについ

て

　例えば自閉症の方々への室内が構

造化された環境の設定など、発達障

害の特性に応じた住まいについての

研究およびその普及を図っていただ

くことをお願いします。そのために、

貴省で実施しているスマートウェル

ネス住宅等推進モデル事業などを活

用して、発達障害者の住まいの場の

拡充を行っていただきたい。

〇発達障害者にかかる総務省への政

策要望

総務省

　※挨拶文省略

1．発達障害の啓発について

　平成 17 年に発達障害支援法が成

立して 11 年経過しており、本年 5

月に議員による改訂も行われていま

す。内閣府の調査によると、「発達

障害という言葉を知っている国民は

80％を超えている」とのことです。

一方でこの 11 年間に発達障害のす

そ野は拡がり、様々な社会的出来事

との関連が指摘され始めています。

このことは「発達障害という言葉は

知られても、その内容は十分に知ら

れていない」ことになります。発達

障害児者が社会的に不適応を来して

いる場合は、社会不適応を減らすた

めの努力が必要ですが、そのために

は環境の調整、対応の改善が第一で

す。発達障害児者への合理的配慮に

は、周囲が発達障害児者の考え方や

行動様式を理解し、社会全体が発達

障害児者に住みやすい社会にするこ

とが重要だと考えます。発達障害児

者への対応には、このような立場に

立って、発達障害の啓発に努め、必

要な際には発達障害児者をよく知る

周囲の者の意見を聞いていただきた

いと考えます。

2．マスコミの対応について

　発達障害へのマスコミの報道は、

時により一方的であったり、誤って

いる場合があります。これらの多く

は、マスコミの思い込みや不勉強に

よるものと考えられます。報道の自

由は重要であるとしても、報道に

よって発達障害児者への誤った理解

や偏見が助長されることを防いでい

く必要があります。JDDnet として

も発達障害の適切な報道については

啓発を進めていきたいと考えていま

す。マスコミへの働きかけの機会が

あれば、JDDnet にもその機会を与

えていただけるようお願いします。

〇発達障害者にかかる内閣府への政
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策要望

　※挨拶文省略

1．障害者差別解消法に基づく合理

的配慮について

①「障害者差別解消法」の理解の促

進

　障害者差別解消法に関する国民の

理解を深めるとともに、必要な広報

その他の啓発活動を行っていただき

たい。また、発達障害当事者及び家

族に対して、分かりやすい方法で障

害者差別解消法の基本方針、対応要

領及び対応指針を示すことなどによ

り、引き続いてその理解の促進を

図っていただきたい。

②　人的環境の整備

　障害者を主な対象として行われる

事前的改善措置（いわゆる意思表示

やコミュニケーションを支援するた

めのサービス・支援者等の人的支援、

障害者による円滑な情報の取得・利

用・発信のための情報アクセシビリ

ティの向上等）等について、発達障

害の特性を理解した合理的配慮を的

確に行うための環境の整備に努めて

いただきたい。

③　意思の表明について

　行政機関等及び事業者がその事業

を行うに当たり、障害者から現に社

会的障壁の除去を必要としている旨

の意思の表明について、意思の表明

に困難を抱える発達障害児者の個別

の事情に配慮していただきたい。家

族、支援者、代理人等の支援を受け

た意思表明や建設的対話についての

ガイドラインの作成をお願いしま

す。

④　相談及び紛争の防止等について

　発達障害者及び家族その他の関係

者からの相談等に的確に応じ、障害

を理由とする差別に関する紛争の防

止及び解決を図ることができる必要

な体制の整備に関して、報告徴収及

び調整の権限の明確等により実効性

のあるものとしていただきたい。ま

た、相談及び紛争の防止及び解決の

ための体制の構築については、全国

的に格差が生じることなく一定の質

が確保されるよう、ガイドライン等

を作成していただきたい。その際、

発達障害の特性を理解した専門家の

配置およびその養成を図っていただ

きたい。

⑤障害者差別解消支援地域協議会に

ついて

　障害者差別解消支援地域協議会に

ついては、全国的に格差が生じるこ

となく一定の質が確保されるよう、

設置ガイドライン等の作成をお願い

したい。その際、発達障害の特性を

理解した専門家の配置およびその養

成を図っていただきたい。障害者差

別解消支援地域協議会の設置に関し

ては、財源の確保など地方公共団体

の支援をお願いしたい。

⑥合理的配慮についての判断基準の

明示

　各行政機関等及び各主務大臣にお

いて作成される、対応要領及び対応

指針においては、社会的障壁の除去

の実施についての必要かつ合理的な

配慮に関する発達障害の特性に応じ

た具体的な事例（有効であった対応

事例を含む）について引き続き示し

ていただきたい。⑦過度の負担につ

いての判断基準の明示

　各行政機関等及び各主務大臣にお

いて作成される、対応要領及び対応

指針においては、行政機関等及び事

業者における障害を理由とする差別

の禁止にあたって、その実施に伴う

負担が加重である判断基準を明示す

ることにより、「負担が加重」を容

易に認めることのないよう一定の制

約を設けていただきたい。

2．ヘルプカードの普及・統一化に

ついて

　様々なところで、ヘルプカードが

開発されています。その有効性が認

められても、使用領域は限定されて

おり、転居すると使用できなくなる

場合もあります。できれば、居住地

域に関係なく使用できるものが期待

されています。内閣府が中心になっ

て、ヘルプカードを統一化し普及促

進を図っていただけるようお願いし

ます。

　災害時にヘルプカードが有効に機

能するように、ヘルプカードには使

用医薬品、行動特性とその対応の仕

方など具体的な支援法を保存してお

くことが重要です。そのためには、

IC チップなどを使って多くの情報

を保存できるヘルプカードにするこ

とが有効であると考えています。

〇発達障専者にかかる文部科学省へ

の政策要望

　※挨拶文略

　平成 26 年 1 月の障害者権利条約

批准、同年 2 月の発効、平成 28 年

4 月の障害者差別解消法施行を経

て、現在、我が国の教育はインクルー

シブ教育の実現に進んでいます。発

達障害のあるすべての児童生徒が、

可能な限り制約の少ない教育環境に

おいて自らの精神的・身体的能力、

人格、才能、想像力を最大限に発達

させ、社会の実質的な一員として自

立していくことを願い、教育におけ

る以下の政策提言を行います。貴省

のご理解をよろしくお願いいたしま

す。

1．学校教育法に発達障害を明記す

る件について

JDDnet　としては、学校教育法に“発

達障害”を明記することをお願いし

続けており、「今しばらくお待ちく

ださい」と特別支援課長から言われ

て 6年以上が経過しています。自閉

症・情緒障害、注意欠如・多動性障

害、学習障害などの文言は見られる
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のに、発達障害が存在しないのは納

得がいきません。この点において

は、他省との間で乖離が存在してい

ることは、国民の理解を得られにく

いことにもつながる可能性がありま

す。実際の児童・生徒においては、

いくつかの発達障害あるいは知的障

害が重なっていることは、珍しくな

くなっています。医療における疾患

分類でも“神経発達障害”という大

分類が使われており、この中には知

的障害も含まれています。発達障害

のある児童生徒が「多様な連続する

学びの場」で最適な教育環境を得る

ためには、個々の困難性を発達障害

の視点から捉えた支援が求められる

おり、このことからも、学校教育法

への発達障害の明記が必要であると

考えており、貴省として対応を考え

ていただきたいと思います。

2．発達障害専門の教員育成・養成

機関設置について

　発達障害のある児童生徒の「自ら

の最大限の発達」が実現されるため

には、発達障害の特性を十分に考慮

した教育的アプローチが必要不可欠

であり、発達障害専門の教員養成と

各校への配置を実現していくことが

必要と考えます。指導する教員の発

達障害理解は重要であり、そのよう

な発達障害を十分に理解する教員の

養成は必要不可欠と考えます。特

に、発達障害のある児童生徒におい

ては、環境の調整、対応の改善は何

よりも必要なことであり、これらを

教育現場で実現することが求められ

ています。

　発達障害のある児童・生徒は厚労

省に依れば、10％近くとされており、

特別支援教育だけでなく、通常教育

にも存在しています。発達障害児

童・生徒の多様性を考えるなら、す

べての教員の養成課程において発達

障害の講義履修を、新任教員に対し

ては悉皆研修をお願いしたいと考え

ます。

3．高校通級などについて

　高等学校における「通級による指

導」は発達障害のある児童生徒の社

会的自立に有効と考えます。これを

平成 30 年度より確実に実施するた

めの教育体制整備の具体化が必要と

考えます。現在、小学校中学校では

通常学級に在籍しつつ通級を利用す

ることが可能です。大都市を中心に、

高校数育も事実上は“義務教育化”

しており、通級制度の導入は必要不

可欠と考えます。通常高校にも通級

を導入するための法律改正を確実に

行っていただきたい。特別支援学級

の設置は今後の検討課題となってい

ますが、社会的自立に向けて多様な

学びの場は高校進学時から準備され

ているべきであり、今後特別支援学

級の設置が必要となると考えていま

す。高校卒業者の進学先決定に関わ

る就学相談、就職先決定への就労相

談支援においては、進路決定後の支

援が重要になります。この支援体制

の強化には個々のニーズに応じた外

部専門家の活用促進をお願いすると

ともに、就学・就労に関わる関係機

関との連携体制の整備をお願いしま

す。

4．関係機関との連携支援体制の一

層の強化について

　個別のニーズに応じた外部専門家

や巡回相談員の活用促進をさらに進

めていただきたい。特に、個別のニー

ズに応じた医療・福祉等の関係機関

との連携体制の強化を促進していた

だきたい。

　教員の専門性の向上には関係機関

との職員間における情報共有システ

ムの構築が必要であり、「仮称：個

別カルテ」の導入に際し一貫した支

援と継続性を担保できる情報の掲載

が不可欠と考えています。作成に当

たっては、作業療法士・言語聴覚士・

心理職等の外部専門家の活用をさら

に進めていただきたい。

5．合理的配慮の理解について

　教育における合理的配慮の提供

は、今後のインクルーシブ教育にお

いて必要不可欠な教育的支援と考え

ます。そして提供される配慮は個々

の児童生徒の特性が十分な理解がさ

れたものであり、かつ、発達障害の

ある児童生徒が自己選択・自己決定

できるものでなければならないと考

えます。合理的配慮については、事

例に応じた対応が長期的にどのよう

な成果・効果が得られたかの検証を

お願いします。また成果が上がった

例については、教育現場に還元でき

るようにしていただきたい。

　6．発達障害に関する外部人材の

教育現場への配置について

　　地域特性に応じた一貫した継続

支援のためには専門職による巡回支

援の積極的な活用をさらに進めてい

ただきたい。特別支援学校・特別支

援学級への外部専門職の配置促進の

積極的な活用をお願いします。外部

人材の導入に際しては、その身分が

安定するように努めていただきた

い。

　具体的には、臨床心理職（臨床心

理士、臨床発達心理士、学校心理士、

特別支援教育士、スクールカウンセ

ラーなど）に加え、作業療法士、言

語聴覚士、感覚統合療法など発達障

害の支援方法に精通している専門職

の活用をお願いします。特にスクー

ル作業療法士の導入は、発達性運動

協調障害や不器用児に対する学校教

育における支援体制の整備、および

幼児期・学童期におけるからだの育

ちと運動競技における支援や図画・

工作場面における物・道具操作時の

不器用さへの支援に関わる体制整備

に極めて有効と考えています。　
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今年も「なら燈 (とう )花会 (かえ )早咲き

の日」点灯ボランティア体験、無事終了致し

ました！

毎年 7月最終土曜日は「燈花会早咲きの日」。障がい者

招待日であるこの日に、奈良公園「浮雲園地」内にお

きまして、本誌で募集させて頂きました「点灯ボラン

ティア体験」に、7家族 22 名で参加しました。自閉症

の子どもとその家族にとって、この点灯ボランティア

体験をもとに様々な活動へと広がってゆくことを願い

「なら燈花会の会」様のご理解、ご協力のもと今年で三

度目の参加となりました。体験の前にまずこういうお

話をさせて頂きました。「ボランティアは自主性を最

優先としますので、お子さんがまず“やってみたいな”

と興味を持たれた部分での参加で結構です。初参加の

お子さんはこの浮雲園地内を散策していただいても結

構です。せっかく来たからには何かさせたいというお

気持ちはわかりますが、ボランティアは誰かにさせら

れるものではありません。カップに水を入れるのが好

きな子、それを並べるのが好きな子、ろうそくを入れ

るのが好きな子、チャッカマンで火をつけるのが好き

な子、それぞれの力が集まればきっとできます。作業

の工程はありますが、集中の短い子もいると思います

ので、それぞれのペースで自由に休憩等も取ってくだ

さい。」あとは燈花会の会の赤いシャツのスタッフから、

担当エリアの場所やカップに水を入れる量などの説明

があります。見た目に工程が大変わかりやすく子供た

ちもすぐに理解できるため、昨年思いのほか作業が進

んだので、今年エリアを少し拡大してもらいました。

毎年参加の子供たちがどんどん作業を進めてくれて、

今年初参加の子たちもそれに続いてどの工程も参加で

きなかった、という子は一人もいませんでした。家族

はほんの少しのフォローのみです。18:20 にカップにろ

うそくを入れ、19:00 に点火です。みんな次々とチャッ

カマンで点火していきます。少しづつ日が暮れていく

中、園地を涼やかな風が通り抜けていきました。「いい

風だね～」「去年はもう少し暑かったけどね～」と言い

ながらすべてに火をつけ終え、振り返ると「あれ ?!」

なんと消えているではありませんか！「おかしいな」

ともう一度みんなで手分けしてつけますが、振り返る

とまた消えています。それは妖怪のしわざではなく、

なんとカップの底 5センチの水に浮かぶろうそくの炎

が風で消えてしまうのです。そこで風よけの「リング

状カバー」の登場です。このカバーをはめる作業をま

たみんなで手分けして行いました。これは今年初めて

の体験でした。日がとっぷりと暮れて、園地一帯に広

がる美しい炎が揺らめき始める頃、たくさんの障がい

者の方々が来場され「早咲きの日」を楽しまれていま

す。ここで解散、それぞれの家族で園地内を見てミニ

コンサートも楽しまれていました。参加していただい

たみなさん、本当にお疲れ様でした。来年もまた会え

ることを楽しみにしています。そして「どうしようかな」

と参加を悩んでおられる方、大丈夫です！大歓迎です！

ぜひみんなで一緒に「点灯ボランティア体験」しましょ

う！来年もご参加お待ちしています !　（椋本）

＜参加者の皆さんの感想＞

・何年か前から燈花会に参加させていただいています。

2年前からは夏の家族のイベントになっています。初

めての参加の年は子供たちが走りまわっていましたが、

年を重ねるごとに成長していく姿をうれしく思ってい

ます。また来年も参加させて頂きたいです。

・2 度目の参加だったので、昨年より見通しもついて参

加できました。達成感も、楽しみもあり、満喫させて

頂きました。準備、片づけを思うとスタッフの方に頭

が下がります。暑い中本当にスタッフの皆さまありが

とうございました。

・大いに楽しませていただきました。やりにくいと思っ

たことはありませんでした。
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・工程ごとに同じ作業の繰り返しなので、何個かすると

要領がわかってくれて、頑張って作業してくれました。

チャッカマンを普段使うことがなかったので、点火で

火が付き炎がふあっと大きくなっていくのを楽しみに

見ていました。夏休みの思い出作り、貴重な楽しい体

験をさせて頂きありがとうございました。

・息子も落ち着いて参加できてすごく喜んでいました。

次男も私も燈花会は初めてだったので感動しました。

・家族で参加させて頂きました。作業が楽しく、また日

が暮れてからのろうそくの明かり。周りの景色に感動

しながら園内を散歩しました。

・息子は今年は昨年よりも火をつける作業、黙々とやっ

ていました。良い発見となりました。また来年楽しみ

にしています。ありがとうございました。

お子様の作品　大募集！

　　「きずな」でご紹介させてください！

絵画、イラスト、書道、工作、針仕事やお料理…などなど、

ぜひ、お子様の作品や活動を紹介させてください。

新・旧は問いません。

ひとりで最後まで仕上げたものでも、「ここ手伝って～ (←これを発信することは大事！ )」と一緒に仕上げた

ものでも、WELCOME ！もちろん、上手い下手は不問！一つとして同じものはない、世界でひとつだけの作品なら！

お子様の好きなこと、取り組み中の様子などの簡単エピソードも、あっても　なくっても、構いません！

夏休みの宿題でしぶしぶしあげた作品でも、この夏ブレイクした活動でも、

是非、此処、奈良で“ともに育つ仲間”に、ご紹介させてください。

○作品の写真を撮って送ってください。

　携帯やスマホから写メをメール添付で送ると簡単ですね！

　奈良県自閉症協会　kawafune@ares.eonet.ne.jp  

  〒 639-1055 大和郡山市矢田山町 84-10　

○お名前掲載は任意とします。お子様の年齢を教えてください。

　イニシャル・ニックネーム希望のかたはその旨をお知らせください。

○何回でも、何点でも OK です。

○日本自閉症協会が募集する啓発作品等に、ご同意のもとで推薦させていただくこともあります。


